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大庄西中学校跡地等の活用方針 

令和４年４月 

１ これまでの経過 

 尼崎市立小・中学校適正規模・適正配置推進計画の取組みに伴い生じた大庄西中学校跡

地の活用を地域の意見を伺いながら進めていくため、平成 20 年 9月に、地域活動の推進役

として活動している市民や子育て世代などに参画いただき、大庄中部《未来につなぐ》ま

ちづくり市民委員会を設置した。市民委員会において議論・協議が行われ、平成 21 年 10 月

に報告書（以下「市民委員会報告書」という。）がとりまとめられた。  

 その後、市民委員会報告書に基づき、支所と地区会館の複合施設（現大庄北生涯学習プラ

ザ）や特別養護老人ホーム（民間施設）、中学校記念碑を整備したものの、南の口公園の移

転に係る課題が判明したことなどから、公園の移転など、一部の活用が実現できていなか

った。 

 その間の土地活用については、暫定利用として、大庄おもしろ広場により、スポーツ活

動、各種交流イベントの開催、地域開放など地域コミュニティの活性化に資する活動が行

われてきた。 

 実現に至っていない取組みを進めるため、南の口公園に係る課題の解決を前提に、改め

て地域活動の推進役として活動している市民や子育て世代などに参画いただき、令和 2 年

2月に、大庄《未来につなぐ》まちづくりワークショップを設置した。  

当該ワークショップでは、当時の市民委員会報告書を基本としながら議論を進め、令和 3

年 3月に「大庄《未来につなぐ》まちづくりワークショップ意見に係る論点整理（とりまと

め）」（以下「ワークショップ意見」という。）が示された。

２ 跡地の活用 

市民委員会報告書及びその報告書に今日的な視点も加えてとりまとめられたワークショッ

プ意見を十分に踏まえたうえで、次のとおり、土地活用の方向性等について定める。

 大庄西中学校跡地 

ア 都市計画公園及びコミュニティスペース

敷地北側にできる限り整形となるよう 10,000 ㎡程度の敷地を確保し、南の口公園を移

転させるとともに、敷地南西側の 3,800 ㎡程度の敷地については、ファミリー世帯の定

住・転入促進のための住宅開発用地としての活用（売却）は留保し、まずはコミュニティ

スペースとしての活用を検討する。 

南の口公園の移転にあたっては、地域の魅力を高めることや地域コミュニティの活性

化を目的として、行政が主体となって管理運営を行う従来型の公園に優先して、地域が主

体となって管理運営を行うことにより、多様で自由な利用を可能とする協働型公園の実

現を目指すこととする。 

また、コミュニティスペースについては、協働型公園などとの連携や一体的な利用も視

野に、より制約の少ない広く開かれた自由な地域活動ができる場の実現を目指す。 
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イ （仮称）大庄健康ふれあい体育館 

大庄武庫線からのアクセスや、ワークショップ意見における駐車場の設置等を考慮し、

敷地南東側に 2,800 ㎡程度の敷地を確保し、大庄体育館と千代木園の機能を統合した生

きがい・健康づくり、介護予防機能を備えた（仮称）大庄健康ふれあい体育館を整備する。 

整備にあたっては、隣接する公園やコミュニティスペースなどとの連携も含めた検討

を進めていく。 

 南の口公園 

南の口公園については、大庄西中学校跡地への移転が完了するまで公園機能を存続させ、

公園機能の移転完了後、必要な道路整備などを行ったうえで、ファミリー世帯の定住・転入

促進のための住宅開発用地として活用するため売却する。 

【配置案】 



3 

 今後の土地活用に向けた意見交換の実施 

地域住民が自分たちの公園として身近に感じてもらえるよう、ワークショップ意見を受

けて、協働型公園の活動や管理等への参画を希望する地域住民等が集える「（仮称）大庄西

中学校跡地活用における地域協働の学びと交流の場」を設置する。 

この場を通じて、多くの意見・アイデアなどを頂き、まずは新しい公園の将来像、利活用

の方向性、空間や施設の整備内容、利用ルール、管理運営など協働型公園の実現に向けた意

見交換を進めていくこととし、意見がまとまらない場合などについては、行政が主体とな

って管理運営を行う従来型の公園とすることも選択肢とする。 

また、この場を通じて、コミュニティスペースの活用についても意見交換を行っていく。 

(仮称)大庄健康ふれあい体育館については、別途、タウンミーティングを開催し、協働型

公園等に係る意見交換の状況も踏まえながら、市民・利用者等と意見交換を行う中で、具体

的な整備内容等について検討を進めることとする。 

３ 今後の予定 

令和 4年度   ・協働型公園やコミュニティスペースに係る（仮称）大庄西中学校跡地活用

における地域協働の学びと交流の場での意見交換、（仮称）大庄健康ふれあ

い体育館に係るタウンミーティングの開催

          ・大庄西中学校跡地内の既存施設の除却 

  令和 5年度以降 ・地域の意見等を踏まえた施設整備に向けた取組みを順次実施 

４ 参考資料 

 参考資料１ 大庄中部《未来につなぐ》まちづくり市民委員会報告書（H21.10）（抜粋） 

 参考資料２ 大庄《未来につなぐ》まちづくりワークショップ意見に係る論点整理（と

りまとめ） 

以 上   










